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北九州市告示第１号  

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により育成医療及び更生医療に係る指

定自立支援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次の

とおり告示する。 

  令和７年１月６日 

北九州市長 武 内 和 久 

薬局（育成医療及び更生医療） 

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

レトロ薬局原町店 北九州市小倉北区原町一丁目１５

番７号 

令 和 ７ 年 １

月１日 

三萩野薬局 北九州市小倉北区三萩野二丁目４

番１０号 

令 和 ７ 年 １

月１日 
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北九州市告示第２号 
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により精神通院医療に係る指定自立支

援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次のとおり告

示する。 
  令和７年１月６日 

北九州市長 武 内 和 久  
 
１ 薬局（精神通院医療） 

指定自立支援医療機関

の名称 
指定自立支援医療機関の所在地  指 定 年 月 日  

レトロ薬局原町店 北九州市小倉北区原町一丁目１５

番７号  
令 和 ７ 年 １

月 １ 日  
三萩野薬局 北九州市小倉北区三萩野二丁目４

番１０号  
令 和 ７ 年 １

月 １ 日  
 
２ 訪問看護（精神通院医療） 

指定自立支援医療機関

の名称 
指定自立支援医療機関の所在地  指 定 年 月 日  

訪問看護そら 北九州市八幡東区白川町９番２０

－３０３号  
令 和 ７ 年 １

月 １ 日  
アンブレラ訪問看護ス

テーション 
北九州市八幡東区山王三丁目１５

番２２号  
令 和 ７ 年 １

月 １ 日  
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北九州市告示第３号 
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第６４条の規定により精神通院医療に係る指定自立支援医療

機関からの変更の届出があったので、同法第６９条第２号の規定により次のと

おり告示する。 
  令和７年１月６日 

北九州市長 武 内 和 久  
 
精神通院医療に係る指定自立支援医療機関の所在地の変更 

指定自立支援医療機関

の名称 
指定自立支援医療機関の所在地  指 定 年 月 日  

福岡県済生会八幡総合

病院 
旧  北九州市八幡東区春の町五丁

目９番２７号  
令 和 ７ 年 １

月 １ 日  
新  北九州市八幡西区則松２７５

番地  
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北九州市公告第１号 

 市有財産を一般競争入札により売り払うので、北九州市契約規則（昭和３９

年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定に

より、次のとおり公告する。 

  令和７年１月６日 

                    北九州市長 武 内 和 久  

１ 売り払う物件 

 別表のとおり 

２ 契約条項を示す場所及び期間 

（１）  場所  

北九州市小倉北区城内１番１号 

   北九州市都市整備局住宅部住宅管理課 

（２）  期間  

この公告の日から令和７年１月２７日まで（日曜日、土曜日及び国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「

日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前８時３０分から午後５時１５

分まで 

３ 入札の要領及び参加申請書を交付する場所及び期間 

 （１） 場所 

  ア 北九州市小倉北区城内１番１号 

    北九州市都市整備局住宅部住宅管理課 

  イ 北九州市小倉北区城内１番１号 

    北九州市総務市民局市民部広聴課 

ウ 各区役所総務企画課及び出張所 

（２） 期間  

この公告の日から令和７年１月２７日まで（日曜日等を除く。）の毎日

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

４ 入札の参加申請を受け付ける場所及び期間 

（１）  場所  

北九州市小倉北区城内１番１号 

   北九州市都市整備局住宅部住宅管理課 

（２）  期間  

令和７年１月１７日から同月２７日まで（日曜日及び土曜日を除く。）

の毎日午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

５ 入札及び開札の日時及び場所 

5



 

（１）  入札日時  

別表のとおり 

（２）  開札日時  

入札締切り後直ちに行う。 

（３）  入札及び開札の場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

   北九州市役所本庁舎地下２階第３入札室 

６ 入札に参加することができる者の資格 

次に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。 

（１） 北九州市が行う市有地売払いに関し、下記の事実があった後２年を

経過していない者 

ア 入札を取り消されたことがある者 

イ 落札者として資格を取り消されたことがある者 

 ウ 先着順売払いの申込みを取り消されたことがある者 

 エ 正当な理由がなく契約を締結せず、又は履行しなかった者 

（２） 入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得

ない者 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴

力団」という。）のほか、次に掲げる者 

ア 入札に係る物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供

しようとする者 

イ 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又

は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

ウ 法人でその役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実

質的に関与している者 

エ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって暴力団を利用している者 

オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等

直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

キ 暴力団又は暴力団員であると知りながらこれを不当に利用している

者 

ク アからキまでに掲げる者の依頼を受けて入札に参加しようとする者 

（４） 北九州市契約規則第２条により一般競争入札に参加することができ
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ない者 

７ 入札保証金 

（１）  １物件につき入札金額の１００分の１０以上 

（２）  落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は、市に帰属する。 

８ 入札の無効 

  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札及び入札に関する条件に

違反した入札は、無効とする。 

９ 入札の中止 

  特別の事情がある場合は、入札を中止し、延期し、又は取り消すことがあ

る。この場合において、入札者及び入札に加わろうとする者が損失を受けて

も、北九州市は、補償の責めを負わない。 

１０ 先着順売払いについて 

   売払い物件について入札者がないとき、又は落札者が契約を締結しないと

きは、先着順により申請を受け付け売り払う。 

 （１） 受付及び申請書の交付をする場所 

 北九州市小倉北区城内１番１号 

   北九州市都市整備局住宅部住宅管理課 

 （２） 受付期間 

   令和７年３月２１日から同年６月２日まで（日曜日等を除く。）の毎日

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

 （３） 買受資格 

   入札に参加することができる者の資格と同じ。 

１１ 入札に係る問合せ先 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市都市整備局住宅部住宅管理課 

  電話 ０９３－５８２－２８６２ 

別表  

番 売 り 払 う 物 件  

号 所 在 地 地目 実測面積 

（㎡） 

最低売却価格 

（円） 

入 札 日 時 

１ 八幡東区西丸山

町７９９番３０ 

宅地 137.53 2,100,000 令和７年２月２

１日（金）午前

９時３０分 

２ 八幡東区西丸山 宅地 103.53 2,160,000 令和７年２月２
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町８１３番３５ １日（金）午前

１０時００分 

３ 八幡東区東丸山

町１３２番１７ 

宅地 156.22 4,080,000 令和７年２月２

１日（金）午前

１０時３０分 

４ 八幡東区西丸山

町１４５番３８

ほか１筆 

宅地 302.84 2,490,000 令和７年２月２

１日（金）午前

１１時００分 

５ 八幡東区西丸山

町１４５番２ほ

か３筆 

宅地 335.51 3,290,000 令和７年２月２

１日（金）午前

１１時３０分 
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北九州市上下水道局告示第１号 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の規定による給水

装置工事事業者の指定を行ったので、同法第２５条の３第２項の規定により次

のとおり告示する。 

  令和７年１月６日 

北九州市上下水道局長 持 山 泰 生   

指定番号 工事店の 

名 称 

代表者 所在地 指定年月日 

Ｈ－０５６ 辻本設備 辻本亜希

夫 

北九州市八幡東

区大蔵一丁目１

３番１－２１７

号 

令和７年１

月６日 
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